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現地レポート：流域治水の推進に向けて 

 

1．はじめに1 

近年、気候変動による水災害が激甚化・頻発化

しており、都市部を流れる河川において、従来想

定していなかった規模の水害が発生することによ

り、河道等の整備による浸水被害の防止が困難な

状況が生じている。 

このため、ハード整備の加速化・充実や治水計

画の見直しに加え、流域全体を俯瞰し、国や流域

自治体、企業・住民等、あらゆる関係者が協働し

て取り組む「流域治水」の実効性を高め、そして

強力に推進するため、「特定都市河川浸水被害対

策法等の一部を改正する法律」（令和3年法律第

31号．通称「流域治水関連法」）が令和3年5月10 

日に公布され、同年11月1日に特定都市河川浸水

被害対策法（以下「法」という。）が施行された。 

大和川流域は、亀の瀬狭窄部における水位低下

が困難であり、近年においても内水氾濫等による

浸水被害が頻発しているため、流域対策をより一

層加速させるための法的枠組みである特定都市河

川浸水被害対策法等の一部改正により、大和川に

おける特定都市河川の指定について機運が高まり、

同年12月末に法改正後、全国初となる「特定都

市河川」の指定がされた。このことから、国と奈

良県、流域自治体25市町村などで組織する「大

和川流域水害対策協議会」を令和4年1月に設立

し、5月末に、流域のあらゆる関係者が協働して

治水対策を推進するため、ハード・ソフト一体の

総合的かつ多層的な対策を位置づけた「大和川流

域水害対策計画 」を新たに策定した。 

本稿では、本格的な流域治水の実践に向けた大

和川水系大和川等の特定都市河川及び特定都市河

川流域におけるこれまでの取組み、流域治水関連

法の施行後、全国初となる大和川流域水害対策計

画の概要、これからの流域治水の取り組みについ

て報告する。 

──────────────────────── 
Effort of River Basin Disaster Resilience and Sustainability 
by All in the Yamato River 

2．大和川流域について 

大和川は、図-1のように笠置山地を源にし、奈

良盆地の水を集め、奈良県と大阪府の境にある亀

の瀬狭窄部、河内平野を経て大阪湾に注ぐ、幹線

延長68㎞、流域面積1,070㎞2の一級河川である。 

大和川流域は、山が浅く保水能力が低いため、

中上流域では、降った雨が山に溜まることなく、

奈良盆地の低平地を流れ、亀の瀬狭窄部に向けて

156 本の川が放射状に1本に集まる。これにより、

亀の瀬上流付近は、勾配の緩い地形特性と狭窄部

による堰上げが生じ、洪水氾濫や内水氾濫等の水

害が発生しやすい特性を有している。 

一方の下流部の大阪府域は、大和川が宝永元年

（1704年）に付け替えられた人工河川であり、人

口・資産が高密度に集積するなど、水害リスクが

極めて高い地域である。 

また、亀の瀬狭窄部では、過去に大規模な地す

べり被害が発生しており、昭和37 年より国直轄

施工による地すべり対策事業を実施している。 

そのため、河川整備計画において、新たな地 

すべり対策が必要となる亀の瀬狭窄部の開削を行

わないことを前提に、上下流、本支川の治水安全

度のバランスを確保し河川整備を推進している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 大和川流域図  

 

大和川の流域治水の取組み 
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3．大和川流域におけるこれまでの流域対策 

大和川流域の奈良盆地では、高度成長期に急激

な都市化の進展によって、水田やため池などが減

少し、流域の保水機能が著しく低下し、いわゆる

都市型水害が頻発した。そのため、流域がもつべ

き保水・遊水機能の確保及び適切な土地利用の誘

導等を図るべく、昭和57年に大和川流域北部の

河川が総合治水特定河川の指定を受けた。また、

昭和58年に流域内の25市町村（当時）を中心と

する大和川流域総合治水対策協議会を発足し、同

協議会は昭和60年7月に総合治水対策の基本方針

を定めた「大和川流域整備計画」を策定した。 

この流域整備計画では、宅地開発等の市街化に

よって流域の保水機能の低下に伴う河川への流出

量増加に対処し、開発地の下流の治水安全度を低

下させないために、雨水流出抑制施設の設置等を

積極的に図っていくものとしており、治水対策と

流域対策の二本柱である。 

大和川流域整備計画では各市町村が総合治水対

策として雨水流出抑制施設等の対策量を定め、大

和川流域総合治水対策協議会で進捗点検を行い、

取組状況を確認してきた。また、平成29年10月

の台風21号により奈良県域で内水被害が発生し

たことを受け、奈良県は「奈良県平成緊急内水対

策事業」に着手し、内水被害の解消に向けて総合

治水対策の一層の加速化に取り組んできた。 

4．流域水害対策計画の概要1) 

4.1 流域の現状と課題 
保水力のあるため池数の減少、防災調整池の設

置を必要としない小規模開発の増加、治水ため池

や雨水貯留浸透施設の整備など流域対策の進捗の

低迷、市町村間の取組状況のばらつきなど近年新

たな課題が発生している。現在もなお内水被害が

発生しているなかで、気候変動の影響も踏まえる

と、これまで実施してきた流域対策をより一層強

化するとともに、水害リスクを踏まえた土地の利

用、防災まちづくりの検討も必要である。 

大和川中上流域の治水安全度の向上においては、

当面、狭窄部の開削は行えない状況であることを

踏まえ、下流部への負荷を増大させずに河川改修

を進める必要があることから、中上流域において、

遊水地の整備や流域全体での雨水貯留浸透施設の

整備などの貯める対策が必要である。 

4.2 浸水被害対策の基本的な考え方 
河川整備を加速するとともに、流域対策につい

ても雨水貯留浸透施設の整備やため池の治水利用

などの対策を継続的に進めつつ、貯留機能保全区

域や浸水被害防止区域の指定も活用し、流域対策

の実効性を向上させるなど、本流域水害対策計画

に基づき、流域のあらゆる関係者と流域一体で総

合的かつ多層的な浸水被害対策を講じる。 

優先的に浸水被害の解消を目指す重点地区につ

いては、概ね100年に1回の確率で発生しうる規

模の降雨に対し、雨水貯留施設等の整備（奈良県

平成緊急内水対策事業）により、内水による浸水

被害の解消を目指す。 

また、流域全体では、昭和57年8月の降雨を都

市浸水の発生を防ぐべき目標となる降雨（計画対

象降雨）として定め、河川・下水道整備の加速化

や雨水貯留浸透施設等の流域対策の一層の推進に

より、大和川・佐保川の堤防決壊による壊滅的な

被害を解消させる。一部支川氾濫や内水による浸

水が想定される区域においては、水害リスク（浸

水深や浸水頻度等）や奈良県の『大和川流域にお

ける総合治水の推進に関する条例』に基づく市街

化編入抑制区域の指定状況を踏まえ、まちづくり

計画などを考慮することで、土地利用規制（浸水

被害防止区域の指定）等を活用し、流域内住民等

の安全の確保を図る。 

これらの基本的な考え方に基づき、流域のあら

ゆる関係者の参画のもと、土地利用状況や地形特

性等を踏まえ、①氾濫をできるだけ防ぐ・減らす

対策、②被害対象を減少させるための対策、③被

害の軽減、早期復旧、復興のための対策の3つの

視点から、総合的かつ多層的な対策を講じる（図

-2）。 

 
図-2 浸水被害対策の基本的な考え方と3つの視点 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 （※）支川氾濫や内水による浸水が残ると想定される区域
については、住民及び利害関係人の意見、 防災まち
づくりとの連携を踏まえ、区域設定を検討

雨水貯留浸透施設の整備
ため池の治水利用

貯留機能保全区域の指定
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既存ダムの洪水調節機能の強化
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4.3 目標降雨における都市浸水想定 
流域全体で都市浸水の発生を防ぐべき目標とな

る降雨（計画対象降雨）を昭和57年8月降雨（柏

原上流で146mm/12 時間）とする。 

また、平成29年10月降雨の発生を踏まえ、優

先的に内水対策を実施し浸水被害の解消を目指す

重点地区については、概ね100年に1回の確率で

発生しうる規模の降雨に対し、内水による浸水被

害の解消を目指す。 

図-3に都市浸水想定として、計画対象降雨（昭

和57年8月降雨）が生じた場合に、洪水（外水氾

濫）または雨水出水（内水氾濫）による浸水が想

定される区域及び浸水した場合に想定される水深

を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 都市浸水想定  

4.4 氾濫をできるだけ防ぐ・減らす対策 
流域全体で雨水や流水等を貯留する対策や洪水

を流下させる対策、氾濫水を制御する対策をそれ

ぞれ充実し、自然環境が有する多様な機能も活か

しながら効果的に組み合わせて実施するものとし、

主な対策は以下のとおりである。 

（1）河道掘削、遊水地整備、内水対策（遊水地内

への内水取込） 

（2）下水道整備 

（3）雨水貯留浸透施設等の整備、ため池や水田の

治水活用 

（4）既存ダムの洪水調節機能強化 

（5）堤防強化（粘り強い河川堤防）の検討 等 

4.5 被害対象を減少させるための対策 
まちづくりや大和川流域における総合治水の推

進に関する条例で指定する「市街化編入抑制区域」

等を考慮し、  水害リスクがあるエリアにおける

宅地の嵩上げや建築物の構造の工夫等の浸水被害

軽減を講じるものとし、主な対策は以下のとおり

である。 

・浸水被害防止区域の指定 

・貯留機能保全区域の指定 等 

4.6 被害の軽減、早期復旧、復興のための対策 
 流域全体で「避難体制の強化」「経済被害の軽

減」「早期復旧・復興」等のための対策を組み合

わせることで、被害を最小化させる。 

また以下の取組を推進するため、水害リスク情

報も充実させる。 

（1）洪水ハザードマップの周知だけでなく、ま

るごとまちごとハザードマップの設置など、

住民の水害リスクに対する理解促進、実効

性確保 

（2）要配慮者利用施設における避難確保計画の

作成及び避難訓練実施の徹底による避難の

実効性確保 

（3）排水作業準備計画に基づき、関係市町村と

連携した訓練、災害対応の実施 等 

5．流域治水の本格的な実践へ 
～流域水害対策計画より1)～ 

5.1 河川整備の加速化 

大和川、藤井地点において、1,850m3/s を安全

に流下させるとともに、内水による浸水被害の解

消・軽減にも寄与する河川整備（河道掘削、遊水

地整備等）を着実に実施し、河川のピーク水位を

低減させ流域の治水安全度を早期に向上させる。 

5.2 流域における貯留・浸透機能の向上 
大和川特定都市河川流域における目標対策量と

しては、大和川流域総合治水対策の『流域整備計

画』や『奈良県平成緊急内水対策事業』で定めら

れた対策量の目標を堅持しつつ、計画期間中の更 

なる流域対策を積極的に進めるとともに、民間事

業者等による雨水貯留浸透施設の整備も見込んだ

今後5年間の目標対策量を新たに8万m3上乗せし、

対策の一層の促進を図る。計画期間の目標対策量

は、雨水貯留浸透施設で68.29万m3、水田貯留を

：特定都市河川（国管理）
：特定都市河川（県管理）
：特定都市河川流域
：⾏政界
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含むため池の治水利用で183.2万m3とする。 

これらとあわせて、既存の防災調整池等や保

水・遊水機能を有する土地の保全を図る。 

5.3 水害リスクを踏まえた土地利用方針の検討 
都市浸水想定に加え、内水氾濫浸水想定区域等

のハザード情報などを把握するとともに、流域の

土地利用の現況や人口・資産の集積状況などを把

握し、水害リスクを評価する。その上で、今後、

水害リスクを踏まえた土地利用の方向性を整理し、

浸水被害対策について定めることとする（図 -4）。 

【都市浸水想定】 

 

【ハード整備実施後の浸水想定区域図】 

 

 

 

 

図-4 ブロック毎の都市浸水想定及び浸水被害対策  
（検討のイメージ）  
 

5.4 貯留機能保全区域又は浸水被害防止区域の指

定方針 
貯留機能保全区域の指定にあたっては、都市浸

水想定の区域や、ハード整備後においても浸水が

想定される区域について、水田等の土地利用形態

や「大和川流域における総合治水の推進に関する

条例」で指定している市街化編入抑制区域、住家

の立地等の周辺の土地利用の状況等を考慮した上

で、当該土地の所有者の同意を得て指定するもの

とする。浸水被害防止区域の指定にあたっては、

都市浸水想定を踏まえ、ハード整備後、水害リス

クマップ等も参考として、現地の地盤の起伏や

「大和川流域における総合治水の推進に関する条

例」で指定している市街化編入抑制区域、土地利

用形態等を考慮した上で、関係者の意向を十分踏

まえて指定する。 

6．おわりに 

法改正後、全国初となる大和川流域水害対策計

画が今年5月に策定され、既に大和川流域治水の

本格的な実践に向け、様々な取組みに着手してい

る。遊水地整備など河川整備の加速化や、流域に

おける貯留・浸透機能の向上については、予算の

重点化や補助率の嵩上げなどを十分活用し促進す

る。また、水害リスクを踏まえたまちづくりや貯

留機能保全区域又は浸水被害防止区域の指定につ

いては、大和川流域水害対策計画に定める方針に

基づき、検討に着手しており、都市浸水想定や水

害リスクマップ、地形、都市計画や立地適正化計

画等による土地利用形態等を基に、指定の対象と

なる土地の候補地の検討を具体的に進めていく。 

こうした取組みを着実に進めるためには、今まで

以上に国・県・市町村との連携強化や流域治水に

関する技術的進化が必要であるとともに、住民の

方々に水害リスクを踏まえたまちづくり・住まい

づくりの必要性を理解していただくための水害リ

スクマップ等によるリスクコミュニケーションの

推進も合せて必要である。引き続き、旗振り役と

なって、ハード・ソフト一体となった大和川流域

治水の実践に全力で取り組んでいく。 
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